
　共済組合では、平成27年12月から組合員の皆さまへ誕生月に「ねんきん定期便」
を送付しております。
　この「ねんきん定期便」は、これまでの年金加入期間や年金見込み額などをお知ら
せすることにより、ご自身の年金加入記録等を確認していただくものです。
　また、35歳、45歳および59歳の方には、標準報酬月額の月別状況など詳しい記
録と年金のしくみについてのパンフレットも送付しております。
　なお、誕生日の2カ月前の情報を基に作成しているため、住所変更された方等には、
届かない場合がありますので、ご注意ください。

「ねんきん定期便」の
発送について

　　（1）50歳未満の方 …………… 圧着ハガキ
　　（2）50歳以上の方 …………… 圧着ハガキ
　　（3）35歳、45歳の方 ………… 封書（通知・パンフレットを同封しています。）
　　（4）59歳の方 ………………… 封書（通知・パンフレットを同封しています。）

● 50歳未満の方および50歳以上の方 
圧着ハガキを送付します。

● 35歳、45歳および59歳の方 
封筒（角２）に通知とパンフレットを同封して
送付します。

イメージ

送付物1
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（１）50歳未満の方
　　・ これまでの年金加入期間
　　・ これまでの保険料納付額（累計額）
　　・ これまでの加入実績に応じた年金額
　　・   最近の国民年金（第１号・第３号）納付状況・

厚生年金の加入状況
　　・ 年金額のイメージ

（２）50歳以上の方
　　・これまでの年金加入期間
　　・ 老齢年金の種類と見込額（１年間の受取見込額）
　　・  最近の国民年金（第１号・第３号）納付状況・

厚生年金の加入状況
　　・年金額のイメージ

　　 毎年誕生月の16日頃（16日が休日の場合は翌営業日）に全国市町村職員共済組合連合会から直接送付されます。

お問い合わせ先　年金課　☎048-822-3307

年金受給権者年金受給権者のの再就職について再就職について
老齢厚生年金・障害厚生年金および共済年金の受給権者が再就職したときは、
下記届出が必要となる場合があります。
詳細は『共済だより』10月号（令和2年）をご覧ください。

●  公務員（フルタイム再任用職員を含む）として再就職した場合公務員（フルタイム再任用職員を含む）として再就職した場合  
「年金受給権者再就職届書（組合員用）」が必要です。
会計年度任用職員として共済加入の方も対象となります。
ご提出が遅くなりますと、年金額の過払いとなり、ご返還いただく場合があります。
※引き続き組合員（公務員）となった場合を除きます。

●  公務員（短時間再任用職員）、民間会社や私立学校共済の教職員等に 公務員（短時間再任用職員）、民間会社や私立学校共済の教職員等に 
　　  再就職した場合 再就職した場合 
届出は不要です。

●  国会議員・地方議会議員に就任した場合 国会議員・地方議会議員に就任した場合 
  「国会議員または地方公共団体の議会の議員に係る
老齢厚生年金在職支給停止（解除）届」が必要です。

必ずお読み
ください

通知内容2

送付方法とスケジュール3

（３）35歳、45歳の方
　　・これまでの年金加入期間
　　・これまでの加入実績に応じた年金額（年額）
　　・これまでの保険料納付額
　　・年金額のイメージ
　　・これまでの年金加入履歴
　　・  これまでの厚生年金保険における標準報酬月額

などの月別状況
　　・これまでの国民年金保険料の納付状況

（４）59歳の方
　　・これまでの年金加入期間
　　・ 老齢年金の見込額
　　・これまでの保険料納付額
　　・年金額のイメージ
　　・これまでの年金加入履歴
　　・  これまでの厚生年金保険における標準報酬月額

などの月別状況
　　・これまでの国民年金保険料の納付状況
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